
 

 

 

 

 

「サイバー犯罪」とは、インターネットを悪用した犯罪のことです。 

スマホやタブレットなどを使う方たちが増えていますが、トラブルも起こっています。 

インターネットを安全に使うために、何に気をつけたらよいのでしょうか？青森県警察本部

の方がわかりやすく説明してくださいます。 

みなさん、ぜひご参加ください。手話通訳・要約筆記がつきます。 

 

記 

 

★日  時   令和５年１１月１１日（土） １３時３０分～１５時００分 

 

★場  所   青森県聴覚障害者情報センター ２階 研修・会議室 

 

★内  容   講義 『聴覚障害者が、サイバー犯罪被害に遭わないために 

       ～インターネットの安全利用と情報モラル～』 

講師  青森県警察本部 生活安全部 サイバー犯罪対策課 

        

★参 加 費    無 料 

 

★定  員   会場参加２４名（先着順）、オンライン参加可能（定員制限なし） 

 

★申込方法   チラシ裏面の申込書に記入し、青森県聴覚障害者情報センターへ 

ファックスまたはメールでお申し込みください。         

  

★申込締切   10 月 31 日（火）まで             

 

★問合せ先   青森県聴覚障害者情報センター  担当：成田・工藤文・小幡 

   〒030-0944 青森市大字筒井字八ツ橋 76-9 

ＦＡＸ（017）728-2921 

ＴＥＬ（017）728-2920 

E-mail  center@aomori-chokaku.jp 

令和５年度 聴覚障害者のための「くらしに役立つ学習講座」 

『聴覚障害者が、サイバー犯罪被害に遭わないために 

～インターネットの安全利用と情報モラル～』 
 

https://me-qr.com/nb8bzxXK


青森県聴覚障害者情報センター 宛て 

  ＦＡＸ ０１７－７２８－２９２１ 

  Ｅメール center@aomori-chokaku.jp 

 

 

令和５年度 聴覚障害者のための「くらしに役立つ学習講座」 

 

Ｆ Ａ Ｘ ・Ｅメール 申 込 書 

 

１１月１１日（土）開催の 

 

『聴覚障害者が、サイバー犯罪被害に遭わないために 

     ～インターネットの安全利用と情報モラル～』 

 

に申込みます。 

                  令和   年   月   日 

お名前                  

住 所                  

                          

区 分   ろう者  難聴・中途失聴者  聴者    
※○で囲んでください 

 

※１０月３１日（火）までに、情報センターへ申込んでください。 

』 

↑情報センター宛に 

メールを送れます。 

Ｆ Ａ Ｘ 
Ｅメールアドレス 

https://me-qr.com/nb8bzxXK
https://me-qr.com/nb8bzxXK

